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令和３年度千曲市財政援助団体等監査報告書 
 

第１ 監査の概要 

 １ 監査の対象 

    地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第７項の規定に基づき、下記監査

の対象団体等（以下、「団体等」という。）の令和２年４月１日から令和３年３月 31

日までの財政援助に係る出納その他の事務の執行並びに所管部課の財政援助に係る

事務の執行について監査を行った。 

 

 ２ 監査の対象団体等 

    社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会 

 

 ３ 監査の実施日 

    令和４年２月９日（水）から令和４年２月 28日（月）まで 

 

 ４ 監査の方法 

    監査に当たっては、財政援助に係る出納その他の事務の執行について、団体等か

ら提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他関係書類に基づいて、ヒア

リングその他必要と認めた監査を実施した。 

    また、所管部課の財政援助に係る事務の執行について、各部課から提出された資

料及び提示のあった関係書類等に基づいて、ヒアリングその他必要と認めた監査を

実施した。 

 

第２ 監査の結果等 

団体及び所管部課に対する監査の結果は、いずれの補助金に係る出納及びその他

の事務においても適正に処理されているものと認められた。 
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第３ 財政援助の概要 

 

対象団体： 社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会 

所在 ： 千曲市大字戸倉２３８８ 

代表者： 会長 島谷 正行 

決算の状況： 下記のとおり 
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１．放課後児童健全育成事業等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 

(1)交付金額 

    4,087,444円 
 

(2)所管部課名 

    次世代支援部 こども未来課 
 

(3)交付の目的 

    放課後児童クラブ及び児童館利用における新型コロナウイルス感染拡大を防止し、

放課後児童健全育成事業を継続的に実施するため、消毒液等必要な備品類の購入

を支援する。 

 

(4)補助対象事業の内容 

感染拡大防止を目的とした消耗品（消毒液、マスク等）のほか、分散・換気を目

的とした備品（空気清浄機、机等）の購入。 

 

(5)補助金等交付の根拠法令等 

    新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業（児童福祉施設等分）補助金交付要領 

 

 

２．婚活支援事業負担金 

(1)交付金額 

    1,000,000円 
 

(2)所管部課名 

    次世代支援部 こども未来課 
 

(3)交付の目的 

    結婚して幸せな家庭を築くことに前向きな姿勢を持つ男女への支援と、幸せな家

庭の誕生をプロデュースする。また、登録者が自らの結婚を本気で自分のことと

して捉え、身近に利用できる開かれた相談所を目指す。 

 

(4)補助対象事業の内容 

    婚活支援を目的とした結婚相談や出会いイベント等の実施。 
 

 (5)補助金等交付の根拠法令等 

    「婚活支援」事業 協定書 
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３．外出支援サービス事業補助金 

(1)交付金額 

    564,000円 
 

(2)所管部課名 

    健康福祉部 高齢福祉課 
 

(3)交付の目的 

    しなのの里ゴールドプラン 21に基づき、高齢者福祉事業の提供を支援する。 

 

(4)補助対象事業の内容 

    身体的障がいや高齢等による歩行困難者の日常生活等の便宜を図ることを目的と

した車いす搭乗車、ストレッチャー搭載車の貸与。 
 

 (5)補助金等交付の根拠法令等 

    千曲市補助金交付規則 

    外出支援サービス事業補助金交付要領 

 

 

４．成年後見制度法人後見推進事業補助金 

(1)交付金額 

    2,802,000円（福祉課分 560,000円・高齢福祉課分 2,242,000円） 
 

(2)所管部課名 

    健康福祉部 福祉課・高齢福祉課 
 

(3)交付の目的 

    認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者など、意思決定が困難な者の後見

等を行い人権を擁護する。 

 

(4)補助対象事業の内容 

    法人後見業務の適正な実施及び法人後見の受任に必要な体制の推進。 

 
 

 (5)補助金等交付の根拠法令等 

    千曲市補助金等交付規則 

千曲市成年後見制度法人後見推進事業補助金交付要領 
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５．千曲市社会福祉協議会移転補助金 

(1)交付金額 

    3,000,000円 

 

(2)所管部課名 

    健康福祉部 福祉課 
 

(3)交付の目的 

    社会福祉協議会の移転を円滑に行う。 

 

(4)補助対象事業の内容 

    社会福祉協議会の移転。 
 

 (5)補助金等交付の根拠法令等 

    千曲市補助金等交付規則 

 

 

６．千曲市社会福祉協議会運営補助金 

(1)交付金額 

    59,910,000円 

 

(2)所管部課名 

    健康福祉部 福祉課 
 

(3)交付の目的 

    社会福祉協議会の効率的な運営を図る。 

 

(4)補助対象事業の内容 

    法人運営に係る職員設置に要する経費。 
 

 (5)補助金等交付の根拠法令等 

    千曲市補助金等交付規則 

千曲市社会福祉協議会運営補助金交付要領 

 

 

 



- 6 - 

第４ 監査委員の意見 

千曲市社会福祉協議会は、今回監査対象となった６つの補助金・負担金のほか、市

から多額の受託収入があり「千曲市社会福祉協議会運営補助金」においては、組織運

営に係る職員人件費の 86.80％、59,910千円という大きな補助を受けているにもかか

わらず財政状況が悪化してきている。この状況が継続すると、今後地域での円滑な福

祉活動を進めることができなくなるおそれがあることから、効率的な組織運営と財政

再建が急務の課題となっている。 

「収支改善計画」を策定し、今後10年で経営改善を進め財政健全化を図るというこ

となので、まずは計画を確実に執行されたい。 

所管部課においては、補助金等の算出にあたり慣例的な概算によらず、事業の執行

状況について随時確認しながら、本来、事業執行にいくら資金が必要であるか等を精

査し、市で負担すべき部分は適正に負担するように図られたい。また、協議会も事業

を執行する側としての課題等を市と擦り合わせ、より効率的な事業運営に努められた

い。 

事業の見直しにあたっては、受託事業の執行が経営改善の足枷にならないように市

と協議会で協議し、民間企業に任せるべきは任せ業務のスリム化を図り、本来必要な

事業に人材と資金を投入されたい。 

計画の完遂は相当に厳しいものと見込まれるが、自助努力による立て直しをしっか

りと図り、所管部課においては「収支改善計画」の進捗状況を定期的に確認し更新す

る機会をとり、安定した組織運営を図られたい。 


